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喜多方市は限りある資源の有効活用と再生可能エネルギーの普及促進により、

環境にやさしいまちを目指していくなかで、市が有する豊かな自然条件を最大

限に活用するとともに、地球環境に配慮した環境にやさしいまちづくりの一環

として、再生可能エネルギー施策の更なる推進を市民とともに、今後も取り組

んでください。 

また、福島県は 2040年までに再生可能エネルギー導入率 100％を目標に再生

可能エネルギー施策の推進を行い、政府は 2050 年までに二酸化炭素の排出量

を実質ゼロにする「カーボンニュートラル宣言」を行っていますが、喜多方市

はこれらに先駆け目標を達成し、他の地域を先導していく自治体となり、次世

代に美しい地球と喜多方を残してください。 

 

《基本指針１》教育・普及啓発活動の推進 

各小中学校における環境教育の更なる充実を図るとともに、エコ活動などの

省エネの取組みを積極的に行うように努めてください。 

再生可能エネルギー関連の施設見学や体験学習会、講演会などを積極的に実

施して多くの市民・事業者へ参加を促し、再生可能エネルギー推進の意識啓発

に努めてください。 

市有街路灯等については積極的に LEDに切り替え、地区所有街路灯について

は補助金を交付するなどして LED化を進め、二酸化炭素排出量を削減するよう

に努めてください。 

オフセット・クレジット(J-VER)制度については、現在取得済みのクレジット

については販売を継続し、新規のクレジット認証を受けるため新たなプロジェ

クトに挑戦し、地球温暖化防止に努めるとともに森林整備を推進してください。 

公用車等には省エネルギー及びクリーンエネルギー自動車を積極的に導入し、

省エネルギー活動の普及啓発に努めてください。 

《基本方針２》地域特性を活かした再生可能エネルギーの導入 

住宅等に再生可能エネルギー設備の導入を進めるために、補助金を交付する

などの支援をし、積極的に活用してもらうために補助制度の周知と普及啓発に

努めてください。 

各公共施設については、積極的に再生可能エネルギー設備の導入を検討する

ように努めてください。 



地域の特性を活かした実現可能性の高い新たな再生可能エネルギーの開拓と、

再生可能エネルギーの利益を地域に還元するモデルの確立に向けて努めてくだ

さい。 

《基本方針３》再生可能エネルギーの地産地消の推進 

地域エネルギー会社の検討、マイクログリッドの構築、分散型エネルギーシ

ステムの構築を通じてエネルギーの地産地消を推進し、地元での資金の循環や

雇用の創出に努めてください。 

《基本方針４》再生可能エネルギー導入拡大に向けた課題の解決 

国や県などに対して送電網充実等の要望を積極的に働きかけ、再生可能エネ

ルギー導入拡大に向けた制度仕組みづくりを、継続的に実施するように努めて

ください。 

《その他》再生可能エネルギー事業全般について 

各種再生可能エネルギー事業については、優先度を明確にしながら、市民に

も分かりやすいように、工夫しながら周知し実績が把握できるように努めてく

ださい。 

 


